
地域の活動、応援します

自治会・町内会等活性化補助金

―自治会・町内会等活性化補助金とは・・・―
自治会・町内会やマンション管理組合が手がける地域のつながりづ
くりや地域福祉の増進のための活動を対象に、事業費の一部を補助
する制度です。

【補助金上限額】 12,000円
会員名簿等の提出が可能な団体は[加入世帯数×200円]を加算
（1,000円未満切捨て）
詳しくは、説明会へご参加ください。また、説明会開催後に市ホー
ムページでも本補助金について紹介いたします。

時間

会場

午前10時から正午まで

田無第二庁舎４階 会議室

補助金の説明会終了後、ご参加された団体同士の交流、情報交換の場
として懇談会を開催します。
自由にお互いの運営方法や活動内容について情報交換していただくこ
とができます。

《申込方法》①申込フォーム（https://logoform.jp/f/gNfDD）
スマートフォン等はこちらから
アクセスできます。

②電話
参加者氏名・電話番号・所属団体名称をお伝えください。

《申込期限》令和６年５月19日（日）

西東京市生活文化スポーツ部協働コミュニティ課（担当：平沼・村田・野﨑）
〒188－8666 西東京市南町５－６－13
電話：042-420-2821（直通） メール：kyoudou@city.nishitokyo.lg.jp

申込・問合せ先


